
第８期と第９期の介護保険料改定比較

所得金額区分
の段階
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年間保険料

増減額

第１段階

生活保護を受給している方
本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受
給している方、または課税年金収入と合計所得金額（公
的年金等に係る雑所得を除く）の合計が80万円以下の方

０．３０ ０．３０ １７,７００ 円 → ０．２８５ ０．２８５ １８,４００ 円 ７００ 円

第２段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収
入と合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）の
合計が120万円以下の方

０．５０ ０．４５ ２６,６００ 円 → ０．４８５ ０．４３５ ２８,１００ 円 １,５００ 円

第３段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第２段階対象者以
外の方 ０．７０ ０．７０ ４１,４００ 円 → ０．６８５ ０．６８５ ４４,３００ 円 ２,９００ 円

第４段階
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方
のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額（公的年
金等に係る雑所得を除く）の合計が８０万円以下の方

０．９０ ０．９０ ５３,３００ 円 → ０．９０ ０．９０ ５８,２００ 円 ４,９００ 円

第５段階
基準

本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方
のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額（公的年
金等に係る雑所得を除く）の合計が８０万円を超える方

１．００ １．００ ５９,２００ 円 → １．００ １．００ ６４,６００ 円 ５,４００ 円

第６段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円未満の方 １．２０ １．１０ ６５,２００ 円 → １．２０ １．２０ ７７,６００ 円 １２,４００ 円

第７段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円以上２１０万円未満の方 １．３０ １．２５ ７４,１００ 円 → １．３０ １．３０ ８４,０００ 円 ９,９００ 円

第８段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
２１０万円以上４００万円未満の方 １．５０ １．５０ ８８,９００ 円 → １．５０ １．５０ ９７,０００ 円 ８,１００ 円

第９段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
４００万円以上６００万円未満の方 １．７０ １．６０ ９４,８００ 円 → １．７０ １．７０ １０９,９００ 円 １５,１００ 円

第１０段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
６００万円以上８００万円未満の方 － １．８５ １０９,６００ 円 → １．９０ １．９０ １２２,８００ 円 １３,２００ 円

第１１段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
８００万円以上１，０００万円未満の方 － ２．００ １１８,５００ 円 → ２．１０ ２．１０ １３５,８００ 円 １７,３００ 円

第１２段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
１，０００万円以上１，２００万円未満の方 － ２．２０ １３０,４００ 円 → ２．３０ ２．３０ １４８,７００ 円 １８,３００ 円

第１３段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
１，２００万円以上の方 － － － → ２．４０ ２．４０ １５５,２００ 円 ２４,８００ 円

対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円以上２００万円未満の方 →

対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
２００万円以上４００万円未満の方 →

対　象　者

第８期（令和３～５年度） 第９期（令和６～８年度）

保険料基準月額 ４，９４０円 保険料基準月額 ５，３９０円

第７段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円以上２１０万円未満の方

第８段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が
２１０万円以上４００万円未満の方
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　　　※第７段階と第８段階の所得金額区分の境界を変更する。

第８期（令和３～５年度） 第９期（令和６～８年度）
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